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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に抵抗発熱体が形成された細長い直方体形状のヒータと、前記ヒータを嵌め込む
細長い直方体形状の溝穴を有し前記ヒータを保持する支持部材と、母線方向が前記ヒータ
の長手方向と平行であり前記ヒータをはめ込んだ状態の前記支持部材の周りを内周面が前
記ヒータ及び前記支持部材と接触しつつ回転する厚み２０μｍ以上１００μｍ以下の筒状
フィルムと、ゴム層を有し前記ヒータ及び前記支持部材と共に前記フィルムを挟み込む加
圧ローラと、を有し、前記フィルムと前記加圧ローラの間でトナー像を担持する記録材を
挟持搬送しつつ記録材上のトナー像を加熱する像加熱装置において、
　前記ヒータ及び前記支持部材と共に前記加圧ローラが前記フィルムを挟み込んでいる記
録材搬送方向の幅Ｗｎは前記ヒータの記録材搬送方向の幅Ｗｋより大きく、前記ヒータの
記録材搬送方向の幅は前記支持部材の溝穴の幅より小さく、前記加圧ローラが記録材を搬
送する方向に回転すると前記溝穴内で前記ヒータが記録材搬送方向に移動して前記ヒータ
の記録材搬送方向下流側の下流側端面が前記支持部材の溝穴の壁に突き当たる装置であり
、前記ヒータの記録材搬送方向下流側の下流側端面が前記支持部材の溝穴の壁に突き当た
った状態における前記ヒータの記録材搬送方向上流側の上流側端面と前記支持部材の溝穴
の壁との隙間Ｇが０ｍｍ＜Ｇ＜０．５ｍｍであり、前記ヒータの前記フィルムと接触する
接触面よりも前記ヒータの前記上流側端面と対向する前記支持部材の溝穴の面の淵が前記
加圧ローラ側に突出しており、突出量Ｆが０．１ｍｍ＜Ｆ＜０．５ｍｍとなっており、前
記フィルムは、前記ヒータよりも記録材搬送方向上流側で前記支持部材と前記加圧ローラ
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に挟まれた後、前記ヒータの前記上流側端面と前記接触面が交差するエッジに接触するこ
となく前記エッジよりも記録材搬送方向下流側で前記ヒータの前記接触面と接触するよう
に回転することを特徴とする像加熱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機・レーザービームプリンタ・ファクシミリ等の画像形成装置に搭載す
る画像加熱定着装置として用いれば好適なフィルム加熱方式の像加熱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真技術や静電記録技術を用いた複写機やプリンタ等の画像形成装置において、記
録材に形成担持させた未定着画像を記録材面に固着画像として加熱定着させる画像加熱定
着装置としては、所謂熱ローラ方式の像加熱装置が広く用いられていた。
【０００３】
　近時は、クイックスタートや省エネルギーの観点から所謂フィルム加熱方式の像加熱装
置が実用化されている。この装置は、基本的には、支持部材に保持させた加熱体と、この
加熱体との間に加熱体に摺動する可撓性部材を挟んでニップを形成する加圧部材と、を有
する。そしてニップの可撓性部材と加圧部材との間に画像を担持した記録材を導入して挟
持搬送させて可撓性部材を介して加熱体の熱エネルギーを記録材に付与するものである。
加熱体としては一般に所謂セラミックヒータが用いられている。可撓性部材としては一般
に円筒体やエンドレスベルト体の形態で、薄肉の耐熱性樹脂フィルムや金属フィルムが用
いられる。加圧部材は一般に耐熱弾性加圧ローラが用いられる。
【０００４】
　このフィルム加熱方式の像加熱装置は、加熱体及び可撓性部材として低熱容量の部材を
用いてオンデマンドタイプの装置を構成することができる。すなわち、画像形成装置の画
像形成実行時のみ熱源としての加熱体に通電して所定の定着温度に発熱させた状態にすれ
ばよい。そのため、画像形成装置の電源オンから画像形成実行可能状態までの待ち時間が
短く（クイックスタート性）、スタンバイ時の消費電力も大幅に小さい（省電力）等の利
点がある。
【０００５】
　本出願人は先の出願に係る特許文献１に、上述したようなフィルム加熱方式の加熱装置
について、ニップの記録材搬送方向における幅（ニップ幅）をＷｎ、加熱体の記録材搬送
方向における幅（加熱体幅）をＷｋとしたときに、「Ｗｎ＜Ｗｋ」にした構成と、「Ｗｎ
＞Ｗｋ」にした構成の、各場合の長所短所を記載した。
【０００６】
　１）即ち、「Ｗｎ＜Ｗｋ」は、加熱体幅Ｗｋをニップ幅Ｗｎよりも大きく設計し、加熱
体のエッジがニップ幅Ｗｎの外になるようにしたものである。このような構成にすれば加
熱体に摺動する可撓性部材の内面が加熱体のエッジに強く押しつけられないので、可撓性
部材内面の磨耗を抑えることができる。ところが、加熱体幅Ｗｋをニップ幅Ｗｎより大き
くすると、加熱体には記録材搬送方向においてニップ内に存在する部分とニップから外れ
た部分が存在することになる。ニップ内に存在する加熱体部分からの熱は可撓性部材を介
して加圧部材に伝熱するが、ニップから外れた加熱体部分の熱は加圧部材には伝わらず、
可撓性部材に伝熱するだけである。したがって、加熱体に記録材搬送方向において温度勾
配が生じ、この温度勾配により加熱体が割れやすくなってしまう。
【０００７】
　２）「Ｗｎ＞Ｗｋ」は、ニップ幅Ｗｎ内の加熱体幅Ｗｋを収めるものである。この場合
は長所短所が上記の「Ｗｎ＜Ｗｋ」の場合とは逆になる。すなわち、加熱体には記録材搬
送方向においてニップから外れた部分が存在しないのでニップから外れた部分が存在する
ことによる加熱体の温度勾配に起因する加熱体の割れを防止できる。しかし、ニップ内に
加熱体エッジが存在するため可撓性部材の内面をその加熱体エッジが強く摺擦してしまい
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、可撓性部材の摺擦された部分が薄くなり、可撓性部材の強度が落ちてしまう。
【０００８】
　特許文献１には、上記２）の「Ｗｎ＞Ｗｋ」の構成における可撓性部材の加熱体エッジ
との摺擦による磨耗・破損を防止するために、加熱体を保持する支持部材の加熱体嵌め込
み溝穴部分よりも少なくとも記録材搬送方向上流側の支持部材部分を、加熱体エッジで可
撓性部材の内面を摺擦しないように、加熱体のニップ側の面より突出させた凸形状にした
構成が提案されている。このような構成を用いることによって、加熱体と支持部材とに摺
動する可撓性部材が直接加熱体エッジに接触することがないため可撓性部材の破損を防止
することができる。
【特許文献１】特開２００３－１８６３２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、特許文献１に記載の「Ｗｎ＞Ｗｋ」の構成のフィルム加熱方式の像加熱装置
を更に改善発展させたものである。
【００１０】
　すなわち、この像加熱装置においては、加熱体は支持部材に設けた溝穴に嵌め込んで支
持部材に保持させている。この場合、一般に、コストの低減や、加熱体と支持部材との熱
膨張差による応力緩和等の観点から加熱体を接着剤を用いて溝穴に対して固着することは
せずに、加熱体をただ溝穴に嵌め込んだ形態で支持部材に保持させている。そのため、加
熱体は可撓性部材との摺擦力により溝穴内を可撓性部材の移動方向下流側に寄り移動して
、加熱体の下流側端面が溝穴の下流側端面（壁面）に突き当たって受け止められた状態と
なって溝穴内に保持される。そのため、加熱体の上記寄り移動側とは逆側である、加熱体
の上流側端面と溝穴の上流側端面（壁面）との間には加熱体幅と溝穴幅との公差で多少と
も隙間部（空壁）が形成される。そして記録材上に例えばステープル・砂粒・小石・埃な
ど小さくて硬い異物が付着している状態で記録材がニップに挿入されると、その異物が上
記の隙間部に可撓性部材を介して入り込もうとすることで、薄肉である可撓性部材に小さ
い穴が開いてしまうことが判明した。
【００１１】
　これは、上記の隙間部に異物が挟まり、可撓性部材にテンションが張られている状態で
、且つ可撓性部材を介して異物とは反対側に可撓性部材をバックアップする部材が存在し
ないことの２つが要因となって、異物が柔らかい加圧部材側ではなく、そのバックアップ
の無い抵抗の少ない隙間部に入り込もうとするため薄肉である可撓性部材に小さい穴が開
いてしまうのである。
【００１２】
　可撓性部材に穴開きが発生すると、印字率が高い画像を出力した際、その定着後の画像
上に「白点」や「黒点」などの画像不良が可撓性部材周期で発生する場合がある。この画
像不良は、穴開きのレベル（大きさ）によっては顕著になる場合があり、約１．０ｍｍ程
度の穴開きが可撓性部材に存在すると、可撓性部材周期で白点が存在してしまい、文字の
欠損が発生してしまう。
【００１３】
　特許文献１には、上記の隙間部と異物とに起因する可撓性部材の穴開きの問題、及びそ
の対策に関する記述は無い。
【００１４】
　本発明の目的は、この種の像加熱装置において、装置に侵入してくる異物による可撓性
部材へのダメージを軽減させることにある。
【００１５】
　また本発明の他の目的は、この種の像加熱装置において、可撓性部材の走行性を良好に
しつつ、記録材への熱伝導を良好にすることにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　上記目的を達成するための本発明に係る像加熱装置の代表的な構成は、基板上に抵抗発
熱体が形成された細長い直方体形状のヒータと、前記ヒータを嵌め込む細長い直方体形状
の溝穴を有し前記ヒータを保持する支持部材と、母線方向が前記ヒータの長手方向と平行
であり前記ヒータをはめ込んだ状態の前記支持部材の周りを内周面が前記ヒータ及び前記
支持部材と接触しつつ回転する厚み２０μｍ以上１００μｍ以下の筒状フィルムと、ゴム
層を有し前記ヒータ及び前記支持部材と共に前記フィルムを挟み込む加圧ローラと、を有
し、前記フィルムと前記加圧ローラの間でトナー像を担持する記録材を挟持搬送しつつ記
録材上のトナー像を加熱する像加熱装置において、前記ヒータ及び前記支持部材と共に前
記加圧ローラが前記フィルムを挟み込んでいる記録材搬送方向の幅Ｗｎは前記ヒータの記
録材搬送方向の幅Ｗｋより大きく、前記ヒータの記録材搬送方向の幅は前記支持部材の溝
穴の幅より小さく、前記加圧ローラが記録材を搬送する方向に回転すると前記溝穴内で前
記ヒータが記録材搬送方向に移動して前記ヒータの記録材搬送方向下流側の下流側端面が
前記支持部材の溝穴の壁に突き当たる装置であり、前記ヒータの記録材搬送方向下流側の
下流側端面が前記支持部材の溝穴の壁に突き当たった状態における前記ヒータの記録材搬
送方向上流側の上流側端面と前記支持部材の溝穴の壁との隙間Ｇが０ｍｍ＜Ｇ＜０．５ｍ
ｍであり、前記ヒータの前記フィルムと接触する接触面よりも前記ヒータの前記上流側端
面と対向する前記支持部材の溝穴の面の淵が前記加圧ローラ側に突出しており、突出量Ｆ
が０．１ｍｍ＜Ｆ＜０．５ｍｍとなっており、前記フィルムは、前記ヒータよりも記録材
搬送方向上流側で前記支持部材と前記加圧ローラに挟まれた後、前記ヒータの前記上流側
端面と前記接触面が交差するエッジに接触することなく前記エッジよりも記録材搬送方向
下流側で前記ヒータの前記接触面と接触するように回転することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　上記の装置構成により、装置に侵入してくる異物による可撓性部材の穴開きや破れなど
のダメージを軽減させることができる。また、定着性の向上、スリップ防止などを図り、
画質面を向上し、装置の信頼性を大きくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
【実施例１】
【００２０】
　（１）画像形成装置例
　図１は本発明に係る像加熱装置を画像加熱定着装置として搭載できる画像形成装置の一
例の概略構成模型図である。
【００２１】
　本例の画像形成装置は、転写式電子写真プロセス利用のレーザービームプリンタである
。２１は像担持体としての回転ドラム型の電子写真感光体（以下、感光ドラム）であり、
矢印の時計方向に所定の周速度をもって回転駆動される。この感光ドラム２１は、ＯＰＣ
、アモルファスシリコン等の感光材料をアルミニウムやニッケル等のシリンダ状の基板上
に形成して構成されている。
【００２２】
　回転する感光ドラム２１は、まず初めに、その表面が帯電装置としての帯電ローラ２２
によって一様に帯電される。本例ではマイナスの所定電位に一様に帯電される。
【００２３】
　次に、その回転感光ドラム２１の一様帯電面に対して、像露光手段であるレーザースキ
ャナー２３から出力される、画像情報に応じてＯＮ／ＯＦＦ制御されたレーザービームＬ
による走査露光がなされ、感光ドラム２１上に画像情報に対応した静電潜像が形成される
。
【００２４】
　この静電潜像は現像装置２４でトナー画像（トナー像）として現像（可視化）される。
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現像方法としては、ジャンピング現像法、２成分現像法等が用いられ、イメージ露光と反
転現像との組み合わせで用いられることが多い。
【００２５】
　記録材Ｐはカセット２５から給紙ローラ２６によって取り出され、レジストローラ２７
に送られる。記録材Ｐは、レジストローラ２７によって感光ドラム２１の表面に形成され
たトナー画像と同期を取られて、感光ドラム２１と転写ローラ２８とで形成される転写ニ
ップ部に供給される。転写ニップ部における感光ドラム２１表面のトナー画像と記録材Ｐ
の同期取りはレジストセンサで行っても良い。
【００２６】
　転写ニップ部において、感光ドラム２１上のトナー画像は不図示の電源による転写バイ
アスの作用で記録材Ｐに転写される。
【００２７】
　感光ドラム２１面から分離され、未定着のトナー画像を保持した記録材Ｐは加熱定着装
置２９へ搬送され、定着ニップ部で加熱・加圧されてトナー画像が記録材Ｐ上に定着され
永久画像となり機外へ排出される。
【００２８】
　一方、転写後に感光ドラム２１上に残留する転写残留トナーは、クリーニング装置３０
により感光ドラム２１表面より除去される。
【００２９】
　（２）加熱定着装置２９
　図２は加熱定着装置２９の要部の横断面模型図である。この加熱定着装置２９は、フィ
ルム加熱方式、加圧部材駆動方式の所謂テンションレスタイプの像加熱装置である。
【００３０】
　ここで、以下の説明において、装置構成部材の長手方向とは記録材搬送路面内において
記録材搬送方向に直交する方向に並行な方向である。また幅または幅方向（短手方向）と
は記録材搬送方向における寸法または並行な方向である。または上流側と下流側は記録材
搬送方向または可撓性部材移動方向に関して上流側と下流側である。
【００３１】
　３は加熱体としてのセラミックヒータであり、基板上に抵抗発熱体が形成された細長い
直方体形状のヒータである。Ｆｇはこの加熱体３を保持する支持部材、２は可撓性部材と
しての円筒状の耐熱性フィルム（筒状フィルム、定着フィルム）、４は加圧部材としての
弾性加圧ローラである。図３は支持部材Ｆｇを上側から見た外観斜視模型図である。図４
は、支持部材Ｆｇと、加熱体３と、フィルム２の分解斜視模型図である。
【００３２】
　支持部材Ｆｇは横断面略半円樋型の耐熱材製部材である。加熱体３はこの支持部材Ｆｇ
の下面の略中央部に部材長手に沿って設けた溝穴１ａに嵌め込んで保持させてある。即ち
、支持部材Ｆｇはヒータ３を嵌め込む細長い直方体形状の溝穴１ａを有しヒータ３を保持
する。円筒状のフィルム２は加熱体３を保持させた支持部材Ｆｇにルーズに外嵌させてあ
る。すなわち、この円筒状のフィルム２の内周長と加熱体３を含む支持部材Ｆｇの外周長
はフィルム２の方を例えば３ｍｍ程度大きくしてある。したがってフィルム２は支持部材
Ｆｇに対し周長が余裕をもってルーズに外嵌している。
【００３３】
　加圧ローラ４は、芯金４ａと、シリコンゴム等の離型性の良い耐熱ゴム層４ｂからなる
。この加圧ローラ４は芯金４ａの両端部をそれぞれ不図示の装置側板間に軸受を介して回
転自由に支持させて配設される。そしてこの加圧ローラ４に対して、上記の支持部材Ｆｇ
・加熱体３・フィルム２のアセンブリを並行に配列して、加熱体３と加圧ローラ４とをフ
ィルム２を挟ませて不図示の支持部材加圧手段により加圧ローラ４の弾性に抗して所定の
押圧力をもって圧接させて記録材搬送方向において所定幅Ｗｎのニップ部（定着ニップ部
）を形成させている。
【００３４】
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　本例の定着装置において、円筒状のフィルム２の内径は３０ｍｍ、加熱体３の記録材搬
送方向における幅Ｗｋ（図５）は６．５ｍｍである。加圧ローラ４の芯金４ａはφ１４ｍ
ｍ、ゴムを含んだ部分４ｂの外径はφ２０ｍｍ、硬度は４５°（ＡＳＫＥＲ－Ｃ　総加重
５．８８Ｎ）である。ニップ部を形成させる加圧力は９８．０７Ｎを加重している。この
状態におけるニップ部の幅Ｗｎは７．０ｍｍである。
【００３５】
　フィルム２は熱容量を小さくしてクイックスタート性を向上させるために、フィルム膜
厚は２０μｍ以上１００μｍ以下、好ましくは２０μｍ以上５０μｍ以下の耐熱性フィル
ムが好ましい。例えば、ＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰの単層、あるいはポリイミド、ポリア
ミドイミド、ＰＥＥＫ、ＰＥＳ、ＰＰＳ等の外周表面にＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ等をコ
ーティングした複合層フィルムを使用できる。金属フィルムを使用することもできる。本
例ではポリイミドフィルムの外周表面にＰＴＦＥをコーティングしたものを用いている。
【００３６】
　加圧ローラ４は駆動系Ｍにより矢印の反時計方向に所定の周速度にて回転駆動される。
この加圧ローラ４の回転駆動に従動してフィルム２が、その内面が加熱体３の下表面に密
着して摺動しながら支持部材Ｆｇの外回りを矢印の時計方向Ｙｆに回転する。即ち、筒状
フィルム２は母線方向がヒータ３の長手方向と平行でありヒータ３を嵌め込んだ状態の支
持部材Ｆｇの回りを内周面がヒータ３及び支持部材Ｆｇと接触しつつ回転する。
【００３７】
　支持部材Ｆｇは加熱体３を保持するとともに、フィルム２の回転をガイドするフィルム
ガイドとしても機能している。１ｂは支持部材Ｆｇの長手に沿って所定間隔で配列して具
備させた複数のフィルム内面ガイドリブである。
【００３８】
　そして、加圧ローラ４とフィルム２が上記のように回転され、加熱体３に通電がなされ
て所定の定着温度に温調された状態において、定着ニップ部のフィルム２と加圧ローラ４
との間に未定着トナー画像ｔを担持した記録材Ｐを導入し挟持搬送させる。これにより、
フィルム２を介して付与される加熱体３からの熱とニップ部の加圧力により、未定着トナ
ー画像ｔを記録材Ｐに固着画像ｔａとして熱圧定着させるものである。
【００３９】
　図５は加熱体３の構成と通電系の説明図である。本例の加熱体３であるセラミックヒー
タは、基板上に抵抗発熱体が形成された細長い直方体形状のヒータであり、Ａｌ２Ｏ３、
ＡｌＮ等のセラミック材でできたヒータ基板５の表面に、発熱部材（以下、抵抗発熱体と
記す）６（６１・６２）として例えばＡｇ／Ｐｄ（銀パラジウム）等の電気抵抗材料を厚
み約１５μｍ、記録材搬送方向における幅Ｗｔを１～３ｍｍにしてスクリーン印刷等によ
り塗工して形成具備させてある。そして、その上に保護層７としてガラスやフッ素樹脂等
をコートしてある。ヒータ基板５の抵抗発熱体６の形成面側とは反対面側には加熱体温度
検知素子としてのサーミスター８を設けてある。このサーミスター８は通紙可能な記録材
の最小サイズの幅内に収まる位置に配置してある。この加熱体３の保護層７面側がフィル
ム２の内面が密着して摺動するヒータ表面側である。この加熱体であるヒータを表面側を
下向きに露呈させてフィルムガイドＦｇの前記の溝穴１ａに嵌め込んで保持させてある。
【００４０】
　また加熱体３は給電回路１４から通電発熱体６に通電がなされることで該抵抗発熱体６
の発熱で迅速に昇温する。加熱体３の温度状態がサーミスター８で検知される。そのサー
ミスター８の出力をＡ／Ｄコンバーター１１でＡ／Ｄ変換して制御回路（ＣＰＵ）１２に
取り込む。制御回路１２はその情報をもとにトライアック１３で給電回路１４のＡＣ電圧
を位相制御、波数制御等することにより加熱体３の抵抗発熱体６に対する通電電力を制御
して、加熱体３の温度を所定の定着温度に温調制御するようにしてある。
【００４１】
　本例の加熱体３は抵抗発熱体２本タイプのものである。一本目の抵抗発熱体６１は加熱
体幅上流端部から２．０ｍｍから１．０ｍｍの幅、二本目の抵抗発熱体６２はその一本目
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の抵抗発熱体６１の幅下流側端部から０．５ｍｍ離れた地点から１．０ｍｍの幅で形成し
、その抵抗発熱体端部から加熱体幅下流側端部までを２．０ｍｍとしている。加熱体幅Ｗ
ｋは６．５ｍｍ、定着ニップ部幅Ｗｎは７．０ｍｍである。
【００４２】
　給電電極６３→一本目の抵抗発熱体６１→つなぎ電極６４→二本目の抵抗発熱体６２→
給電電極６５の経路で給電されて、抵抗発熱体６１と抵抗発熱体６２が発熱する。
【００４３】
　（３）侵入異物によるフィルムダメージの軽減対策
　先ず図６により従来例の定着装置における、侵入異物によるフィルムダメージを説明す
る。前述したように、加熱体３は支持部材Ｆｇに設けた，加熱体保持部分である溝穴１ａ
に嵌め込んで保持させている。この場合、加熱体３を接着剤を用いて溝穴１ａに対して固
着することはせずに、加熱体３をただ溝穴１ａに嵌め込んだ形態で支持部材に保持させて
いる。そのため、（ａ）のように、加熱体３はフィルム２との摺擦力により溝穴１ａ内を
フィルム移動方向の下流側に寄り移動して、加熱体３の下流側端面３ａが溝穴１ａの下流
側端面（壁面）１ｃに突き当たって受け止められた状態となる。加熱体３はこの状態で溝
穴１ａ内に保持される。そのため、加熱体３の上記寄り移動側とは逆側である、加熱体３
の上流側端面３ｂと溝穴１ａの上流側端面（壁面）１ｄとの間には加熱体幅と溝穴幅との
公差で多少とも隙間部（空壁）Ｋｈが生じる。そして記録材Ｐ上に例えばステープル、砂
粒、小石、埃など小さくて硬い異物Ｉが付着している状態で記録材Ｐがニップに挿入され
ると、（ｂ）のように、その異物Ｉが上記の隙間部Ｋｈにフィルム２を介して入り込もう
とすることで、薄肉であるフィルム２に小さい穴が開いてしまいやすい。これは、上記の
隙間部Ｋｈに異物Ｉが挟まり、フィルム２にテンションが張られている状態で、且つフィ
ルム２を介して異物Ｉとは反対側にフィルム２をバックアップする部材が存在しないこと
の２つが要因となって、異物Ｉが柔らかい加圧ローラ４側ではなく、そのバックアップの
無い抵抗の少ない隙間部Ｋｈに入り込もうとするため薄肉であるフィルム２に小さい穴が
開いてしまうのである。
【００４４】
　また、上記のような原因で、フィルム２に穴が開いてしまうことは、この穴の部分に支
持部材Ｆｇに設けているリブ１ｂの先端１ｂ´（図２）がフィルム２の回転摺動の際引っ
掛かることで、さらに穴が大きくなってしまう状態がある。さらにその引っ掛かり量が大
きい場合には、この穴部分からフィルムが裂けてしまい、最終的にはフィルム破れに至る
場合がある。
【００４５】
　図７は本実施例の定着装置構成を示すものである。すなわち、ニップの記録材搬送方向
における幅をＷｎ（幅Ｗｎ）、加熱体３の記録材搬送方向における幅をＷｋ（幅Ｗｋ）と
したとき、両者間における関係は、Ｗｎ＞Ｗｋの式を満足する。即ち、ヒータ３及び支持
部材Ｆｇと共に加圧ローラ４がフィルム２を挟み込んでいる記録材搬送方向の幅Ｗｎはヒ
ータ３の記録材搬送方向の幅Ｗｋより大きい。さらに加熱体３の上流側の稜線部Ｔ１（加
熱体３の上流側エッジ部）と、支持部材Ｆｇの加熱体保持部分（溝穴１ａ）の記録材搬送
方向上流側の稜線部（溝穴１ａの上流側端面（壁面）１ｄの頂部）Ｃとの位置関係は、支
持部材Ｆｇ側の稜線部Ｃの方がニップ側に突出しており、そのニップ面（Ｎｉ面）からの
突出量Ｆは、０．１ｍｍ＜突出量Ｆ＜０．５ｍｍの範囲である。即ち、ヒータ３のフィル
ム２と接触する接触面よりもヒータ３の上流側端面と対向する支持部材Ｆｇの溝穴１ａの
面の淵が加圧ローラ４側に突出しており、突出量Ｆが０．１ｍｍ＜Ｆ＜０．５ｍｍとなっ
ている。また、加熱体３の上流側端面３ｂと支持部材Ｆｇの加熱体保持部分である溝穴１
ａの上流側端面１ｄとの間の隙間部Ｋｈの幅Ｇは、０＜隙間部幅Ｇ＜０．５ｍｍ、の範囲
である。即ち、ヒータ３の記録材搬送方向の幅は支持部材Ｆｇの溝穴１ａの幅より小さく
、ヒータ３の記録材搬送方向下流側の下流側端面が支持部材Ｆｇの溝穴１ａの壁に突き当
たった状態におけるヒータ３の記録材搬送方向上流側の上流側端面と支持部材Ｆｇの溝穴
１ａの壁との隙間Ｇが０ｍｍ＜Ｇ＜０．５ｍｍである。Ｂはニップ形成の為の突出あご部
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（支持部材（フィルムガイド）Ｆｇの編曲点）、Ｄは加熱体保持部分である溝穴１ａの加
熱体座面上流端部、ＤＤは同じく溝穴１ａの加熱体座面下流端部である
　この装置構成により、従来例の定着装置と同様に、加熱体３と支持部材Ｆｇとに摺動す
るフィルム２が加熱体３の上流側稜線部であるエッジ部Ｔ１に直接に摺擦することが防止
される。即ち、フィルム２は、ヒータ３よりも記録材搬送方向上流側で支持部材Ｆｇと加
圧ローラ４に挟まれた後、ヒータ３の前記上流側端面と前記接触面が交差するエッジに接
触することなく前記エッジよりも記録材搬送方向下流側でヒータ３の前記接触面と接触す
るように回転する。
【００４６】
　そして、上記のように０．１ｍｍ＜突出量Ｆ＜０．５ｍｍにしてニップの上流側ニップ
面側に凸形状部を設けることで、異物Ｉが付着している状態で記録材Ｐがニップに挿入さ
れても、図８のように、異物Ｉが加熱体３のエッジ部Ｔ１に引っかかる前に異物Ｉをフィ
ルム２に載せて隙間部Ｋｈをジャンプさせてエッジ部Ｔ１よりもニップ中心側の位置Ｔ２
に持ち運ばせることができる。これにより、異物Ｉが図６の（ｂ）のように隙間部Ｋｈに
フィルム２を介して入り込むことによるフィルム２の穴開きを防止することが可能となる
。その結果画像不良を防止することが出来る。
【００４７】
　また、上記のように０＜隙間部幅Ｇ＜０．５ｍｍにすることで異物Ｉが加熱体３のエッ
ジ部Ｔ１に引っかかる状態自体を防止して上記と同様に、フィルムへの穴開きを防止する
ことが可能となり、画像不良を防止することが可能となる。
【００４８】
　そしてフィルムに生じた穴が支持部材Ｆｇに設けてあるリブ１ｂの先端部１ｂ´（図２
）に引っ掛かることで発生するフィルム破れも同時に防止することが可能となる。
【００４９】
　従来例の定着装置（図６）と本実施例の定着装置（図７）とにそれぞれ異物Ｉの付着し
た記録材Ｐを通紙し、その後のフィルムの表面状態を観察する。図９の（ａ）は従来例の
定着装置のときのフィルムのダメージ状態を、（ｂ）は本実施例の定着装置のときのフィ
ルムのダメージ状態を示す模式図である。
【００５０】
　ここで、比較検討を行う際に使用するテスト記録材Ｐについて、図１０の（ａ）と（ｂ
）を用いて説明する。この記録材Ｐは意図的に記録材の先端部付近Ａ及び後端部付近Ｂに
異物としてのステイプルを施し、記録材にステイプルの針が付いたままの状態のものであ
る。先ず、Ａのステイプルは紙先端に施す。Ａ－１は通紙方向と垂直の状態でステイプル
し、そのステイプルの針背側（（ｂ）を参照）は加圧ローラ４側になるようにする。次に
Ａ－２は、通紙方向と平行の状態でステイプルし、そのステイプルの針背側も加圧ローラ
４側になるようにする。次にＡ－３は、通紙方向と４５°をなす状態でステイプルし、そ
のステイプルの針背側も加圧ローラ４側になるようにする。次にＡ－４は、Ａ－３とは反
対向きで且つ通紙方向と４５°をなす状態ステイプルし、そのステイプルの針背側も加圧
ローラ４側になるようにする。
【００５１】
　次に、Ｂのステイプルについてである。Ｂ－１は通紙方向と４５°をなす状態でステイ
プルし、そのステイプルの針背側はフィルム２側になるようにする。次にＢ－２は、Ｂ－
１とは反対向きで且つ通紙方向と４５°をなす状態ステイプルし、そのステイプルの針背
側もフィルム２側になるようにする。次にＢ－３は通紙方向と平行の状態でステイプルし
、そのステイプルの針背側もフィルム２側になるようにする。最後にＢ－４は通紙方向と
垂直の状態でステイプルし、その針背側もフィルム２側になるようにする。
【００５２】
　この状態の記録材Ｐを１０枚通紙し終わった毎に、１枚高印字画像を印刷し、フィルム
の状態を間接的に確認する。高印字画像とは、本試験の画像形成装置は６００ｄｐｉの装
置であり、１ｄｏｔ／２ｓｐａｃｅの横線画像を出力している。フィルムに異常が発生し
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た場合は、フィルムに異常がある位置において定着が甘いポイントが発生し、定着不良と
いう形で画像不良が発生する。このようなサイクルを合計１０回、つまり１００枚行った
後、定着装置を分解しフィルム２の表面状態を確認する。
【００５３】
　図９の（ａ）において、黒く塗りつぶしている部分は、「穴」が開いている状態を示し
、実線で示している部分は、「キズ」がフィルムについた状態を示す。穴は文字通りフィ
ルムに貫通穴が発生している状態である。一方、キズについては、フィルムの一番トップ
部分の層に若干ダメージが与えられた状態を示している。
【００５４】
　次に、これら穴・キズが画像上にどのような不良として出力されるかを図１１の（ａ）
と（ｂ）に模式図として示す。（ａ）は従来例の定着装置で印字したときのような画像で
あり、白く抜けている部分はフィルムの穴開きによって画像が定着されていない状態を示
す。もしこの位置に文字がかかれている場合は、画像が欠損してしまう状態となる。従来
例の定着装置を使用した場合では、このような状態が多く発生してしまう可能性があった
。反対に、本実施例の定着装置では、（ｂ）に示している画像のように、細い点もしくは
キズ形状の画像が出力されるが、レベルとしては極軽微な画像不良である。この場合、こ
の部分に文字など書かれている場合でも、画像の欠損は極わずかであり、問題のないレベ
ルである。
【００５５】
　今ここに本実施例の定着装置の決定を行う為に試験を行った内容の説明を行う。この検
証は、加熱体３に対しての支持部材突出部の突出量Ｆと、加熱体３と支持部材Ｆｇとの隙
間部Ｋｈの幅Ｇとの関係を振りながら検証を行った。
【００５６】
　これを図１２の表１で説明する。突出量Ｆを０から０．６ｍｍまで０．１ｍｍ刻み、同
様に隙間部幅Ｇも０から０．６ｍｍまで０．１ｍｍ刻み、穴開き及びキズレベルとそれに
伴う弊害である定着性について確認を行った。
【００５７】
　表中における記号の「○」「△」「×」はそれぞれ、「問題無し」「マージナル＝許容
不可レベル」「ＮＧ」を示す。つまり「○」以上であれば問題の発生が無い状態を示すも
のである。
【００５８】
　状態ＡＡ）
　隙間部幅Ｇを０．６ｍｍと固定し、突出量Ｆを振っていった場合、０．１ｍｍよりも小
さくすると穴開きレベルは「△」であるが、０．２ｍｍ以上になると効果が無く「×」レ
ベルになることが判る。その反面、定着性は突出量Ｆが０から良好な結果を示しているが
、０．４ｍｍから大きくなるに従って悪化していく。また、隙間部幅Ｇを０．４ｍｍと固
定し、突出量Ｆを振っていった場合、０．１ｍｍよりも小さくすると穴開きレベルは「△
」であるが、０．２ｍｍ以上になると効果が発揮され「○」レベルになることが判る。そ
の反面、定着性は突出量Ｆが０から０．５ｍｍまでは良好な結果を示しているが、０．６
ｍｍ以上では悪化しているのが判る。
【００５９】
　状態ＢＢ）
　突出量Ｆを０ｍｍに固定し、隙間部幅Ｇを振っていった場合、穴開きレベルは０ｍｍで
は効果があるものの０．１ｍｍ以上になると効果が薄れていき「△」レベルとなることが
判る。その反面、定着性には全く関係が無く、良好な状態を維持している。また、突出量
Ｆを０．４ｍｍに固定し、隙間部幅Ｇを振っていった場合、穴開きレベルは０．５ｍｍま
では効果があり「○」レベルであるものの０．６ｍｍ以上になると効果が薄れていき「△
」レベルとなることが判る。同様に、定着性に関しても、０．５ｍｍまでは効果があるも
のの、０．６ｍｍ以上では効果が薄れていくことが判る。
【００６０】
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　このように、穴開き対策のための装置構造は、先に示した「突出量Ｆ」と「隙間部幅Ｇ
」との関係で穴開きレベルと定着性レベルに大きく影響することがわかる。
【００６１】
　ここで上記状態ＡＡ）の突出量０．４ｍｍ以降から定着性が甘くなる傾向があることに
ついて検証説明を行う。なお、突出量Ｆが少ない場合、穴開きに効果が無いことは先に説
明したためここでは省く。定着性を良好にするためには、加圧力や加圧ローラの硬度、つ
まりニップなどの影響が多大にあり、その他にも加熱体３から供給される熱量の影響も多
大にある。加熱体３には発熱体６が形成されており、この発熱体６からの熱量は発熱体位
置だけには留まらず、加熱体全体に広がっていくものである。例えは、発熱体６の温度、
つまり加熱体３の幅方向央部が１９０℃とした場合、加熱体幅方向端部位置での温度は約
１２０℃程度に発熱体６からの熱量が伝達されている。定着性には、この端部部分の熱量
の影響も考慮されている。ここで突出量Ｆが０．４ｍｍから０．５ｍｍ程度ある場合、支
持部材上流端部のエッジＣに邪魔をされて、適正なニップが形成できない状態が発生して
しまい、ニップが細い状態となり、結果として定着性が甘い状態となるのである。本実施
例にも記載しているようにフィルム穴開きと定着性との関係にはトレードオフの関係があ
るため、その突出量Ｆに関して範囲の規定必要なのである。
【００６２】
　次に先の状態ＢＢ）であるが、穴開きに関しては加熱体３と支持部材Ｆｇとの間に隙間
がない状態である０ｍｍであれば、フィルム２が加熱体３のポイントＴ１、すなわち加熱
体３の上流側エッジに引っかかることが無い状態となり、フィルム破れに関して隙間の影
響は極少ないのである。定着性についても同様であり、段差が無い分、支持部材Ｆｇがニ
ップ形成の邪魔をしないため、定着性は良好のままを維持している。ただ、突出量Ｆを０
．４ｍｍに固定した場合の説明の様に隙間部幅Ｇを徐々に広げていくと、隙間部幅０．６
ｍｍ以上の時の様に加熱体エッジＴ１に異物Ｉが確実に引っかってしまう構成となり、フ
ィルム２に穴が開いてしまう。
【００６３】
　つまり、突出量Ｆと隙間部幅Ｇとの間には穴開きと定着性との関係がトレードオフ的な
関係が成り立っていることがわかる。図１２の表１から判るように、本実施例では、表中
の隙間部幅Ｇを０から０．５ｍｍの範囲とし、突出量Ｆを０．１から０．５ｍｍの範囲と
することでフィルム２の穴開きと定着性を満足させることが出来る構成をとる。
【００６４】
　もしくは、突出量０ｍｍかつ隙間部幅０ｍｍという構成をとることでフィルム２の穴開
きと定着性を満足させることが出来る構成となる。
【００６５】
　ここで、本実施例で用いたステイプルによる通紙方法は、検討をより簡単にかつ再現性
を高くするために考案した方法である。ここで、フィルム２に穴が開きやすいステイプル
状態を説明する。フィルム２に穴が開きやすい状態としては。ステイプルは、フィルム側
に針背側がくると穴が開きやすい。なぜならば、針背側の位置には図１１の（ｂ）に記載
しているように、ステイプルにエッジ部Ｅが存在している為であり、図６に記載している
ポイントＴ１部、すなわち加熱体３の上流側エッジ部に引っかかりやすい状態となってい
るためである。
【００６６】
　次に、ステイプルの角度であるが、ステイプルは記録材に対して比較的ルーズに固定さ
れているため、記録材の搬送方向に平行であれば、定着ニップに入ったと同時にステイプ
ルが押し倒され、エッジ部が寝てしまい、立たない状態となる。よって穴開きが発生しづ
らくなるのである。その他に記録材の搬送方向に対して垂直であれば、定着ニップに入っ
たと同時に倒れることはないが、エッジ部自体が存在しない為穴開きが発生しづらい状態
なのである。フィルムに穴が開きやすいステイプルの状態は記録材搬送方向に対して角度
を持っている状態、つまりその角度は４５°前後ものである。このステイプルの状態の場
合、定着ニップにステイプルが入ったと同時に倒れることは無く、且つステイプルのエッ
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ジがフィルムに接触する状態であるため、図６などに記載しているポイントＴ１に引っか
かり、フィルム２に穴が開きやすい状態となるのである。このような、ステイプルのつい
た状況は再利用・二面目印字など市場で容易にありえるため、本実施例を用いることで穴
開きによる不具合や市場トラブルを防止することが出来る。
【００６７】
　次に、フィルム破れ問題に関して記述する。穴開きの発生に伴ってフィルム破れの可能
性が浮上してくる。支持部材Ｆｇにはフィルムの走行性を保つためと、フィルムの熱量を
奪わない為に図２～４の様にリブ１ｂが設けられている。異物が付着し、従来例の定着装
置ように支持部材に対策を施していない場合、フィルム２に穴が開いてしまい、さらにこ
の穴の大きさが大きい場合には、フィルムが回転摺動している状態で、フィルムの穴部分
がこのリブ１ｂの先端１ｂ´（図２）に引っ掛かり、フィルムに亀裂が入ってしまうこと
がある。最悪ケースでは、フィルム２を周方向に裂いてしまう可能性がある。そこで、本
実施例のような支持部材形状にすることで、フィルムの穴開きを防止することが可能とな
り、さらにこのフィルム破れという現象を防止することが可能となる。
【実施例２】
【００６８】
　本実施例は、加熱体３と支持部材Ｆｇとの高さ関係（Ｆ）及び隙間部幅関係（Ｇ）は実
施例１と同じであるが、さらに、その支持部材Ｆｇの上流側における形状をニップ面と略
並行にする状態を作る。すなわち、支持部材Ｆｇの加熱体保持部分である溝穴１ａよりも
記録材搬送方向上流側の突出部の形状は、ニップのニップ面に対して略平行であることを
特徴とする。
【００６９】
　この状態を、図１３に示す。図１３では、ニップ上流側のポイントＢからＣにかけての
面とニップ面（Ｎｉ面）に着目してもらいたい。従来例の定着装置では図１４のように支
持部材ＦｇはＢＣ面の角度が、ニップのニップ面の上流側部分に向かった角度を持ってい
る。本実施例でのＢＣ面はニップ面に対して略平行の状態を形成させている。
【００７０】
　今この角度について説明を行う。この角度が大きい場合、つまり従来例の定着装置の場
合、ポイントＢがニップ側に突出している形状となっており、この部分は、加圧ローラの
硬度が低い場合にニップと大きく接触する状態となり、フィルム２の回転摺動抵抗を大き
くしてしまう状態となる。この時に高温高湿環境下におかれた装置で、かつ吸湿した記録
材であり、かつ高印字率の画像を印字する。そのとき、加圧ローラ４によって搬送される
記録材を経由して回転駆動されているフィルム２が回転せずに画像を乱してしまうという
「スリップ」現象が発生する。この現象は、フィルムの摺動抵抗が大きい場合、フィルム
の回転を阻害する状態の時に発生しやすい。高温高湿環境下におかれた記録材は、多くの
場合、多くの水分を含有しており、記録材上の未定着像を定着する際に、定着の熱量によ
って多量の水分を定着ニップ内に放出してしまう。また、高印字率の画像では、その画像
よってフィルム側へ逃げる水分が遮られ、加圧ローラ側だけに偏って放出されてしまう。
そうなることで加圧ローラによる記録材の搬送力、つまり摩擦が極端に減ることで、本来
、加圧ローラから記録材を経由して回転駆動力を得ていたフィルムの回転力が阻害され、
フィルムが回転しづらい状態となる。その結果、フィルムスリップという現象が発生し、
画等が後端側に引きずられてしまうような画像不良を出してしまうのである。
【００７１】
　そこで、本実施例では、スリップ現象を発生させないようにニップ面とＢＣ面の角度を
略並行とすることで、スリップの発生原因の一つである、フィルムの摺動抵抗を少なくす
ることで画像不良を解決することが可能となる。また上流側を遮らない状態とすることで
トナー面側からも水蒸気をニップ外に放出することが可能となり、フィルムスリップを防
止することが出来る。
【００７２】
　ここで、図１５に記載している略並行の角度θは、－１０°＜θ＜１０°が好ましい。
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マイナス側が多き過ぎると、定着性向上の為にこの位置でプレヒート効果によって確保し
ていた定着性が悪化してしまう、このプレヒートは、ニップ内だけで記録材を暖めるので
はなく、ニップ外でも記録材を暖める役目をしており、定着性を確保する位置役を担って
いる。しかし、マイナス側が多いと、このプレヒート効果を充分に発揮させることができ
なくなってしまう。反対にプラス側が大きい場合には、先にも述べたフィルム内部の摺動
抵抗が大きくなりすぎ、フィルムスリップを発生させてしまうのである。より好ましくは
、全ての状態をよくし、弊害を発生させないようにする為に、０°＜θ＜１０°の範囲が
良い。本実施例を用いることで、従来例よりも実施例１と同等のフィルム穴開き問題を解
決しつつ、定着性と定着スリップの問題も解決することが出来、画像性能においてもより
効果を増す結果となっている。
【００７３】
　［変形構成等］
　１）加熱体３は所謂セラミックヒータに限られず、例えば、ＰＴＣ(Positive Temperat
ure Coefficient)ヒータや、電磁誘導発熱部材などの他の加熱体を用いることができる。
また、セラミックの絶縁基板の代わりに、金属板の面を絶縁処理したものを用いることも
できる。
【００７６】
　２）本発明の像加熱装置は、実施例の画像加熱定着装置としてばかりでなく、画像を担
持した記録材を加熱してつや等の表面性を改質する像加熱装置、記録材上の未定着画像を
仮定着させる像加熱装置等としても使用することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】画像形成装置の一例の概略構成模型図である。
【図２】加熱定着装置（像加熱装置）の要部の横断面模型図である。
【図３】支持部材を上側から見た外観斜視模型図である。
【図４】支持部材と、加熱体と、フィルムの分解斜視模型図である。
【図５】加熱体の構成と通電系の説明図である。
【図６】従来例の定着装置のニップ部分の説明図である。
【図７】実施例１の定着装置のニップ部分の説明図である。
【図８】異物が加熱体のエッジ部にひっかかる前に隙間部をジャンプして持ち運ばれた状
態の説明図である。
【図９】（ａ）は従来の定着装置を使用し、異物を通紙させた際のフィルムダメージの説
明図、（ｂ）は実施例１の定着装置を使用し、異物を通紙させた際のフィルムダメージの
説明図である。
【図１０】（ａ）は通紙する記録材に異物としてのステイプルをした際のステイプル配置
及びその方向を示した図、（ｂ）は通紙する記録材に施したステイプルの説明図である。
【図１１】（ａ）は従来例の定着装置を使用し、異物を通紙させた後の画像であり、フィ
ルムに穴が開いた時の画像の説明図、（ｂ）は従来の定着装置を使用し、異物を通紙させ
た後の画像であり、フィルムにキズがついた時の画像の説明図である。
【図１２】実施例１の定着装置を用い、突出量を振った時のフィルム穴と定着性との関係
の表である。
【図１３】実施例２におけるニップ面と支持部材上流側の面との角度を示した図である。
【図１４】従来例の定着装置にニップ部における支持部材上流側の角度とニップ面との角
度を表した図である。
【図１５】ニップ部における支持部材上流側の角度とニップ面との角度を表した図である
。
【符号の説明】
【００７８】
　Ｆｇ・・加熱体支持部材（フィルムガイド）、２・・フィルム、３・・加熱体、４・・
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加圧部材（加圧ローラ）、５・・ヒータ基板、６・・発熱部材（抵抗発熱体）、７・・表
面保護層、８・・加熱体温度検知素子（サーミスター）、Ｐ・・記録材、Ｗｎ・・定着ニ
ップ部幅、Ｗｋ・・加熱体幅、Ｗｔ・・抵抗発熱体幅、Ｔ１・・加熱体上流端部／稜線部
、Ｔ２・・加熱体上流端部／稜線部よりもニップ中心側の位置、Ｎｉ・・ニップ面、Ｋｈ
・・加熱体とフィルムガイドとの隙間、Ｙｆ・・フィルムの回転方向、Ｉ・・異物

【図１】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図１１】

【図１３】 【図１４】
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【図２】
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【図５】
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【図６】
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【図８】
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【図９】



(20) JP 4599189 B2 2010.12.15

【図１０】
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【図１２】

【図１５】
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